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　戦後の混乱の中、経済・住宅事情、家族状況、心身の障がいなどのため援助を必要
とする高齢者の生活は極めて窮迫
していました。このような高齢者
を支援するため、1,200人を超す
大田区内の婦人団体の人々が2年
間にわたり、募金、バザーなど 

「草の根」の運動を展開し、昭和
37年 9月に法人設立、養老施設
池上長寿園（現在の養護老人ホー
ム池上長寿園）が開園しました。

社会福祉法人
池上長寿園

の
ご紹介

昭和６３年１０月には、家庭では継続的な介護や支援が困難な高齢者のため、大田区が設置・開設した特別養護老人ホーム
羽田及び羽田高齢者在宅サービスセンターの運営を受託しました。その後も、大田区の高齢者福祉施策に基づき、区立施設
の受託運営を担うようになり、平成18年からは、大田区指定管理者として多くの区立施設を経営するとともに、法人のルー
ツである養護老人ホーム池上長寿園、ヘルパーステーション、ケアプランセンターや特別養護老人ホーム馬込などを設置・
経営しています。 

大田区は、平成２７年度に特別養護老人ホーム及び併設高齢者在宅サービスセンターの一部（羽田・池上・大森）の民
営化を決定しましたが、その運営法人にはこれまでの実績が評価され、池上長寿園が選定されました。

また平成 28 年度には、大田区のモデル事業としてシニアステーションを、令和元年度は若年性認知症デイサービスを受
託、令和２年度より若年性認知症支援相談窓口を開設しました。令和４年度には法人６０周年を迎えさらに地域、利用者の
みなさまとともにある法人として歩んでまいります。

事業のあらまし

社会福祉法人池上長寿園は、地域の善意と情熱を礎に歩き始めたときの 
「想い」「価値」を大切にし、地域に真心と心温まる笑顔を届けてまいります。

そして、多様化する「今日的課題」に常に挑戦し、すべての人が「私らしい豊か
さ」を実現できる成熟社会の創造に寄与し、未来への道を切り拓いていきます。

池上長寿園は法人職員に対して求められる行動基準（SHST）を示しています。
そ の SHST は、Safety（安 全）、Hospitality（ おもてなし ）、Smile（笑 顔 ）、

Teamwork（チームワーク）の頭文字をとったもので、法人職員がサービスを提
供するための判断や行動の指針となるものとして位置付けています。

　当法人は、法人が独自に経営する事業と大田区から施設の管理運営を委
託されて行う事業の２種類の事業を行っております。

「未来への創造」～ 歴史を紡ぎ、 「未来への創造」～ 歴史を紡ぎ、 “ 今 ” に挑戦するに挑戦する  ～～

 法人の理念

「未来への創造」

　①  養護老人ホーム ... １か所
　②  ケアプランセンター（居宅介護支援事業所） ... １か所             
　③  ヘルパーステーション（訪問介護） ... １か所
    ④  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ... １か所
　⑤  特別養護老人ホーム ... ７か所         　  
　⑥  デイサービス（高齢者在宅サービスセンター） ... ８か所     
　⑦  大田区地域包括支援センター ... １0か所
    　  ※シニアステーション運営  ４か所 
　⑧  大田区若年性認知症支援相談窓口
　⑨  地域支え合い強化推進事業                                              
　⑩  介護予防事業 ... １か所                         
　⑪  大田区立軽費老人ホーム ... １か所        
　⑫  介護職員初任者研修養成事業
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法
人
が
経
営
す
る
施
設
と
事
業 ご自宅で生活される高齢者のために、ホームヘルパ ーがケアプラン、予防プランに 

基づいた身体介護や生活援助を行っております。
※大田区独自基準による大田区介護予防・日常生活支援新総合事業の対象者となる要支援・事業対象者もご利用 
いただけます。

池上長寿園のホームヘルプサービスは、次の 1か所です。

ヘルパーステーション（訪問介護）　

名 称 所 在 地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ

ヘルパーステーション池上長寿園 南蒲田 南 蒲 田 2－ 9 －7 5713 － 1366 5 713 －14 11

ヘ
ル
ハ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

゜

地域の方が可能な限り住み慣れた自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ご
利用者に対して定期的な巡回や随時通報への出動対応を行います。利用者の心身の状況に
応じて、24 時間 365 日必要な介護や看護のサービスを必要なタイミングで柔軟に提供し、
自宅にいても安心して暮らせるように支援します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施　　 設　　 名 所 在 地  電 話 番 号 ＦＡＸ

定 期 巡 回 池 上 長 寿 園 ２４ 仲池上 2 －24 －8 特別養護老人ホーム 池上 1階 6410 － 5711 6410 － 5378

定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護

ご自宅で介護を受ける高齢者がその方にあった介護保険のサービスを利用できるよう、
居宅サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、その計画に基づいたサービスが確
保されるよう支援させていただいております。

区役所への要介護認定等の申請の代行もお受けしております。

池上長寿園の居宅介護支援事業所は、次の 1か所です。

ケアプランセンター（居宅介護支援事業所）

施 　 　 設 　 　 名 所 在 地 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ

ケアプランセンター池上長寿園 南蒲田事業所 南 蒲 田 2－ 9 －7 5713 －1255 5713 －1411

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

65 歳以上で、いろいろな事情によってご自宅で
生活することが困難な方に利用していただく施設で
す。支援員、生活相談員、看護師、栄養士のほか、
医師（嘱託医）がいて、入居者一人ひとりのいまま
での生活状況や心身の健康状態を把握し、生活全般
にわたってその人にあった個別のお手伝いをしてお
ります。

入居申込みは、お住まいの地域を担当する地域包
括支援センターまでご相談ください。

池上長寿園が経営する養護老人ホームは、次の 1か所です。

養護老人ホーム

施 　 　 設 　 　 名 所 在 地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ

養護老人ホーム池上長寿園 仲 池 上  2 － 24 － 8 3751 － 9352 5700 － 0953

養
護
老
人
ホ
ー
ム
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蒲田・糀谷・たまがわは、大田区から指定を受けた指定管理施設 ( 大田区立 ) となります。
池上は、大規模修繕工事のため、特別養護老人ホームを令和４年９月より、短期入所生活介護を令和４年７月
より休止しております。再開は令和６年９月を予定しております。

特別養護老人ホーム・ショートステイ
（介護老人福祉施設・短期入所生活介護）　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
　  

名 称 所 在 地 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ
入 所 定 員

介護老人福祉施設 短期入所生活介護施設※

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

羽 田 本羽田 3－23－45 3745 － 5351 3745 － 5886 1 0 0 人 　8 人

池 上 仲池上 2 － 24 － 8 5700 － 1235 5700 － 0039 1 0 2 人 　8 人

大 森 大森西 1－16－18 5471 － 2701 5471 － 2710 　8 7 人 　4 人

蒲 田 蒲　田 2 － 8 － 8 5710 － 0780 5710 － 0820 1 0 4 人 11 人

糀 谷 西糀谷 2 － 12 － 1 3745 － 3001 3745 － 3036 1 0 4 人 11 人

たまがわ 下丸子 4 － 23 － 1 5732 － 1021 5732 － 1024 2 3 7 人 10 人

馬 込 西馬込 2 － 11 － 2 6303 － 8307 6303 － 8221 　3 0 人 　5 人

※短期入所生活
介護施設の定員
は、短期入所事
業、介護予防短
期入所事業を合
わ せ た 定 員 で
す。「たまがわ」
は ３ 名 の 緊 急
ショートステイ
事業の定員を含
んでいます。

（1）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

ご自宅での介護が困難な高齢者に入所していただく施設です。生活相談員、介護支援専門員、介護職員、看護師、
管理栄養士のほか、機能訓練指導員、医師（嘱託医）がいて、利用される方々のケアプランに基づき、食事、入浴、
排泄など、入所中の日常生活のお手伝いのほか、機能訓練、健康管理、療養上の支援をさせていただいております。　　　　　　

◎

（2）ショートステイ（短期入所生活介護）　   …（短期入所事業・介護予防短期入所事業）

在宅で生活されているご本人様が慣れたお家で安心した生活を継続していただくために、ご家族様が冠婚葬祭、
仕事、旅行、体調不良等のご事情で一時的に介護が困難になった際に、ご家族様に代わって日常生活介護を施設で
提供する短期入所サービスです。ご本人様が普段と変わらず過ごしていただけるようなサービスをケアプランに基
づいて提供をしております。ご家族様の身体的・精神的負担の軽減も目的にしています。

池上長寿園が管理運営する特別養護老人ホーム・ショートステイは、次の7か所です。

◎
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ご利用さま、職員ともに、いつも笑い声の絶えない
デイサービスです

ご自宅から通って利用していただく施設です。日常生活の支援
や、レクリエーション、趣味活動、機能訓練を通して心身の健康
維持を支援させていただきます。送迎や食事、外出行事をはじめ、
季節のイベントや近隣保育園との地域交流など様々な内容を用
意しています。ご利用者様の自立支援を目的として自己選択・自
己決定を尊重し、お一人おひとりのケアプラン（介護予防プラン）
に沿ったサービスを、生活相談員、介護職員、看護師のほか、ケ
アマネジャーや医師との連携のもと提供いたします。ご家族の身
体的精神的負担を軽くすることも目的としています。

池上長寿園が管理運営するデイサービス（高齢者在宅サービス
センター）は、次の８か所です。

大森は、令和４年 11 月より一般型を休止しております。

デイサービス  （高齢者在宅サービスセンター） デ
イ
サ
ー
ビ
ス
　  （
高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

◎

一般型及び認知症対応型ともに月曜日から土曜日まで営業しております。
蒲田・糀谷・たまがわ・下丸子・矢口は、大田区から指定を受けた指定管理施設（大田区立）となります。

名 称 所 在 地 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ
１ 日 あ た り の 利 用 定 員

一 般 型 ※ 認知症対応型※

高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

羽 田 本羽田 3－23－45 3745 － 7854 3745 － 5886 3 5 人 12 人

池 上 仲池上 2 － 24 － 8 5700 － 1239 5700 － 0039 3 5 人 12 人

大 森 大森西 1－16－18 5471 － 2702 5763 － 5527 3 5 人 24 人

蒲 田 蒲　田 2 － 8 － 8 5710 － 0782 5710 － 0820 4 0 人 12 人

糀 谷 西糀谷 2 － 12 － 1 3745 － 3006 3745 － 3036 4 0 人 12 人

たまがわ 下丸子 4 － 23 － 1 5732 － 1023 5732 － 1024 2 0 人 12 人

下 丸 子 下丸子 4 － 25 － 1 3750 － 8701 3750 － 8805 4 5 人 12 人

矢 口 新蒲田 2－12－18 5711 － 0851 5711 － 0852 2 5 人 12 人

※「羽田」、「池上」、
「大森」、「蒲田」、「糀
谷」、「たまがわ」、

「矢口」は入浴サー
ビスがあります。
※一般型利用定員
は、通所介護事業、
介護予防通所介護
事業を合わせた定
員です。
※大田区独自基準
による大田区介護
予防・日常生活支
援新総合事業の対
象者となる要支援・
事業対象者もご利
用いただけます。

大田区若年性認知症デイサービス事業「HOPE」　実施日：月曜日から金曜日まで　定員：1日　3名まで

◎
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地域の皆様の暮らしを支えます！
地域包括支援センターは、住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活をつ

づけることができるよう、さまざまな方面から高齢者の皆さんを支えるため大
田区が設置、委託している機関です。地域包括支援センターには、保健師・看
護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が配置されています。

看護師・社会福祉士・主任ケアマネジャー等の資格を持つ職員が協力して、
地域の高齢者の方々の総合的・専門的立場から相談や支援を行います。

地域包括支援センター

名 称 所 在 地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 担 当 地 域

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

羽 田 羽 　 田   1 － 18 － 13 3 7 4 5 － 7 8 5 5 3 7 4 5 － 7 0 3 2 羽 田 特 別 出 張 所 管 内

久 が 原 仲 池 上   2 － 2 4 － 8 5 7 0 0 － 5 8 6 1 5 7 0 0 － 5 8 4 1 久 が 原 特 別 出 張 所 管 内

大 森 大 森 西   2 － 1 6 － 2 5 7 5 3 － 6 3 3 1 5 7 5 3 － 6 3 3 2 大 森 西   1 ～ 7 丁 目

蒲 田 蒲 　 田   2 － 8 － 8 5 7 1 0 － 0 9 5 1 5 7 1 0 － 0 9 5 3 東蒲田 1 ～ 2 丁目、　蒲田 1 ～ 3、5 丁目

糀 谷 西 糀 谷   2 － 1 2 － 1 3 7 4 1 － 8 8 6 1 3 7 4 1 － 8 8 6 7 糀 谷 特 別 出 張 所 管 内

たまがわ 下 丸 子   4 － 2 3 － 1 5 7 3 2 － 1 0 2 6 5 7 3 2 － 1 0 2 7 鵜 の 木 特 別 出 張 所 管 内

西 蒲 田 西 蒲 田   7 － 4 9 － 2 5 4 8 0 － 2 5 0 2 5 4 8 0 － 2 5 0 3
蒲 田 西 特 別 出 張 所 管 内

新 蒲 田 新 蒲 田   1 － 18 － 16 6 7 1 5 － 9 7 3 1 6 7 1 5 － 9 7 3 2

田園調布 田 園 調 布   1 － 3 0 － 1 3 7 2 1 － 1 5 7 2 5 7 5 5 － 5 7 0 7 田 園 調 布 特 別 出 張 所 管 内

大 森 東 大 森 南   4 － 9 － 1 6 4 2 3 － 8 3 0 0 6 4 2 3 － 8 3 5 0 大 森 東 特 別 出 張 所 管 内

権 利 擁 護
高齢者への虐待や消費者被害の防止または早期発見、成年後
見制度の利用など権利擁護のための支援を行います。

包括的・継続的ケアマネジメント
高齢者一人ひとりの状態の変化に応じて、安心して生活がで
きるよう、ケアマネジャーや関係機関などと連携し、生活を
支援します。

総合相談・支援
高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくために、ご本人・ご
家族からの介護、福祉他、様々なご相談をお受けします。 お
気軽にご相談ください。

介護保険サービスおよび、区の高齢保健福祉サービスの相談・申請受付
介護保険の要介護認定の申請や、大田区が実施する高齢者の保健福祉サービスの利用申請をお受けします。
各種サービスの内容や受給要件などについては、地域包括支援センターにお問い合わせください。

名 称 所 在 地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ
シニアステーション 田園調布 田 園 調 布    2 － 5 8 － 5 6715 － 6900 5755 － 5413
シニアステーション 田園調布西 田 園 調 布    4 － 4 4 － 9 3721 － 8066 5755 － 5631
シニアステーション 羽田 羽 　 　 田    1 － 1 8 － 1 3 3745 － 7855 3745 － 7032
シニアステーション新蒲田 新 蒲 田    1 － 1 8 － 1 6 6715 － 9731 6715 － 9732

地域包括支援センター

シニアステーション
地域の高齢者の元気維持・介護予防から、最適な介護サービスへの切れ目のない支援を提供します。特に介護予防

を強化・充実して、自らの健康維持と社会参加を目指します。同時に地域包括支援センターを一体的に運営し、管轄
する地域の地域包括ケア体制の中核としての役割も果たします。

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
　  （
シ
ニ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）

介護予防・日常生活支援総合事業
心身ともに健康を維持し、いつまでも住み慣れた地域で自立し
た生活を営むための支援や健康づくりのお手伝いをいたします。

池上長寿園が受託している地域包括支援センターは、次の10か所です。なお、田園調布・羽田・新蒲田はシニアステー
ションを併せて運営しています。

※電話でのご相談は、24 時間対応いたします。
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家庭環境や住宅事情などでお困りの高齢者に住まいを提供するもので、介護職員と医師（嘱託医）がいて、日常生
活での必要なお手伝いをしております。

入居できる方は、６０歳以上で健康で自炊生活ができ、大田区内に住民登録があり収入が基準以下の方です。
入居申込みは、大田区役所（代表電話：5744 －1111）で受け付けておりますので、「区立おおもり園の入居について」

とお申し出ください。
池上長寿園が管理代行する大田区立軽費老人ホームは、次の1か所です。

介護職員の基本的な知識・技術を習得します。大田区内または近郊に在勤・在住のいずれかで、介護職員として働
くことに意欲を持つ 16 歳～ 65 歳以下の方を対象とします。

池上長寿園では、大田区内または近郊に在住・在勤・在校の方で、介護職員として働くことに意欲を持つ方を対象
とした介護職員初任者研修を開講しています。　

介護の仕事に興味のある方、介護職として働きたい方、是非ご検討ください。

軽費老人ホーム （指定管理施設）

介護職員初任者研修養成事業
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施　　 設　　 名 所 在 地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ
大 田 区 立 お お も り 園 大 森 西 1 － 8 － 6 3764 － 0703 3764 － 0704

所 在 地 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ
大田区下丸子４－ 23 － 1　大田区立特別養護老人ホームたまがわ内

（地域包括支援センターに併設）
6 4 5 9 － 8 5 9 1 6459 － 8592

運動機能等の衰えにより要支援や要介護状態になるおそれのある高齢者の方に、大田区の施設を会場にして、介護
予防運動指導員をスタッフとして、転倒予防、筋力向上を図るプログラムを実施しています。

日時などの詳細のお問い合わせ先（下丸子高齢者在宅サービスセンター内：3750－8780）

大田区地域福祉計画の基本理念「ともに支えあい  地域ではぐくむ  安心して暮らせるまち」をめざし、区の「地域
支え合い推進事業」を受託する社会福祉法人の強化推進員と大田区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターが連
携、協働し、その実現を推進します。お問合せ先（大田区社会福祉協議会内：3736－2266）

若年性認知症の方及びその家族の状況や環境に寄り添った支援とするため、今後の生活に係る相談や居場所づくり
等、様々な分野にわたる相談を受けつけ、安心して暮らせるまちづくりを目指します。

介護予防事業「いきいきシニア体操」

地域支え合い強化推進事業

大田区若年性認知症支援相談窓口
「若年性認知症の方に寄り添い支援をします！」




